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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居

宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の送

付について（通知）

標記の件について、厚生労働省老健局より、一部改正の通知が発出されたのでお知らせします。

当該改正につきましては、きのくに介護deネットに改正内容を掲載しておりますので、各事業所

においてご確認頂きますようお願いします。

また、改正後の介護給付費算定に係る体制状況一覧表の電子データについては、きのくに介護

deネットの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」のページに掲載しておりますので、今後

は、当該電子データにより届出をして頂きますようお願いします。

当該改正は令和１年１０月１日から適用されることとなりますのでご留意願います。

本通知は、法人に対して１部のみ送付しておりますので、傘下の対象となるサービス事業所等に

は貴職から通知し、周知徹底願います。

＜きのくに介護deネット：https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html＞
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